
外国意匠

参 加 の オ ス ス メ
経済のグローバル化に伴い海外事業を展開する

必要性が増大しております。

海外事業を展開するに当たり、製品の付加価値を
高め、他社製品との差別化を図る為にも、製品の外
観である意匠権を海外においても取得・保護すること
は必須といっても過言ではありません。アジア経済の
拡大や模倣品問題もあり、欧米のみならず中国やア
ジアの意匠制度や最近の動向を把握しておくことも
重要となってきています。

一方、外国の意匠制度については、情報や適当な
文献が少なく実務上、対応に苦慮することとなります。

そこで、外国意匠制度や実務に詳しい専門家が、
主としてヨーロッパ、米国、中国その他のアジア諸国
における出願手続、登録要件、侵害判断基準につい
て最新の裁判例、司法解釈に基づき、解説致します。

意匠の基礎的知識を持つ企業の意匠管理担当者、
及び知的財産に関心を持つデザイナーの方も対象と
します。多くの方のお申し込みをお待ちしております。

知的財産権講座

申込書は裏面にございます

※知的財産のスペシャリストをクリエイトする※

7
平成22年

知 的 財 産 研 究 セ ン タ ー

22
青木 博通 氏
ユアサハラ法律特許事務所 パートナー・弁理士
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講師

 開催場所

(社)発明協会研修ルーム
東京都港区虎ノ門2-9-14(発明会館ビル7階)

TEL 03(3502)5439

 参加料

一般18,000円（会員16,000円）
（テキスト代含む、消費税込）

※講座開催日の10日前頃に、聴講券、納品書又は請求書等を
郵送いたします。当日は聴講券をご持参のうえ、ご来場ください。

 定員

７０名(定員になり次第締め切ります）

 申込方法・お問い合わせ
・当協会HP(http://www.jiii.or.jp)より申込用紙を

ダウンロードの上メールにてお申し込みください。

◆検索ワード⇒

・メールをご利用でない方は裏面の申込書を郵送

またはFAXで下記宛にお申し込みください。

(社)発明協会 知的財産研究センター 研修チーム

〒105-0001
東京都港区虎ノ門2-9-14(発明会館７階)

TEL：03(3502)5439
FAX：03(3506)8788
E-mail：kouza-form@jiii.or.jp

 ７月１５日以降にキャンセルされた場合、参加料は理由の如
何を問わずご請求させていただきますので予めご了承下さい。

 会員かどうかは、上記申込先にご確認下さい。

(｢得意先コード｣をお持ちの場合でも会員とは限りませんのでご
注意下さい。)

 座席はすべて自由席です。

ＪＩＩＩ 検 索

開催日

外国意匠制度を習得し、
海外事業に活用しよう！



※昼食は各自でご用意下さい。（昼休みは12：30～13：30です。）(注)講師・会場・内容及び時間等については都合により変更することがあります。

（社）発明協会 知的財産研究センター 研修チーム行（FAX：03‐3506－8788） （お申し込み年月日） 平成 年 月 日

【会場】(社)発明協会 研修ルーム

（発明会館７階）

東京都港区虎ノ門２-9-1４

電話 03(3502)5439

受講者名（ふりがな） 会 社 名 部署名 E-mail
知財業務

経験年数

住所

〒 －
電話

ＦＡＸ

請求書送付先（受講者と異なる場合にご記入ください）

部課
名

担当
者

キリトリセン

得意先
コードNo.

該当に○印をし、金額をご記入ください。

金額 円＝ × 名

（「得意先コード」をご選択の場合にご記入ください。）
（このコードは会員コードではございません）

一般18,000円
・

会員16,000円

※会員かどうか記入のない場合は、非会員扱いとなりますのでご注意願います。

※お支払いは、請求書到着後でお願い致します。

種別 一般・法人会員 ・個人会員 ： 支部

支払

方法
当日現金 ・銀行振込 ・得意先コード（総合管理請求書）

◇地下鉄

銀座線｢虎ノ門｣下車3番出口から徒歩7分

日比谷線／丸の内線／千代田線

｢霞ヶ関」下車A13出口から徒歩12分

日比谷線｢神谷町｣下車4番出口から徒歩8分

平成22年度 知的財産権講座

「外国意匠制度」 申込書

P R O G R A M

7月22日（木）〔9：30～16：30〕

午前の部

9：30

12：30

昼休憩

午後の部

13：30

16：30

●ヨーロッパ意匠制度と英国意匠制度

●米国意匠制度

●中国意匠制度

●その他のアジア諸国の意匠制度

●意匠の国際登録制度

●日・欧・米・中の意匠権侵害判断基準の比較

講師：ユアサハラ法律特許事務所 パートナー・弁理士

青木 博通 氏

今後、E-mailにて知的財産権講座に関するご案内を送付させて
いただきます。ご不要な方は、チェックをお付け下さい。
メール不要 □
（ 社団法人発明協会は、個人情報の重要性を認識し、適切な保
護に努めます。）


